
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

農
業
委
員
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法
の
改
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倶
知
安
町
農
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員
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会
長 

大 

橋 

章 

夫 

 

今
年
は
、
い
つ
に
な
く
暖
冬
で
過
ご
し
や
す
い
日
々
が
続
き
、
例

年
に
な
く
早
く
春
が
訪
れ
ま
し
た
。 

畑
の
雪
が
消
え
る
の
も
早
く
、
農
家
の
皆
さ
ん
も
順
調
に
農
作
業

に
取
り
掛
か
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

さ
て
、
農
家
に
と
っ
て
一
番
の
気
が
か
り
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
の

行
方
で
す
が
、
現
在
国
会
で
は
、
安
全
保
障
関
連
法
案
と
共
に
、
農

業
委
員
会
法
の
改
正
法
案
を
含
む
「
農
協
改
革
関
連
法
案
」
が
提
出

さ
れ
審
議
入
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

農
業
委
員
会
法
改
正
法
案
で
は
、
農
業
委
員
の
選
出
方
法
の
変
更

や
農
地
利
用
最
適
化
推
進
員
の
新
設
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
ま

す
。 農

家
は
、
毎
日
の
食
事
が
、
安
心
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
作

物
づ
く
り
に
日
々
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
生
産
性
、
品
質
の
向
上
に

努
力
し
た
生
産
者
が
報
わ
れ
る
仕
組
み
を
、
国
が
ど
う
支
援
す
る
か

が
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

農
業
委
員
会
は
、
農
地
と
農
家
を
守
る
た
め
の
組
織
で
す
が
、
食

糧
生
産
の
現
場
を
守
る
こ
と
は
消
費
者
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。 

 
 

今
後
も
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、
倶
知
安
町

に
お
け
る
農
業
振
興
の
た
め
努
力
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

。 

   

倶知安 

農業委員会だより 
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農業委員会法の改正法案について(抜粋) 

  農業委員会法の改正法案では農業委員会の事務について、農地法に基づく許可事

務のほか、農地利用最適化の推進に関する事務を義務(専属)的な業務として位置づけ、

農業委員会がこれまで取り組んできた優良農地の確保と有効利用、耕作放棄地の発生

防止・解消、担い手への農地の利用集積などがこれにあたる。現行法の農業振興業務

は新たに必須業務として生まれ変わる。 

また、農業委員の公選制は廃止され、市町村長の選任制に変更される。市町村長は、

「農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進等に関しその職務を適切に

行うことができる者」のうちから議会の同意を得て農業委員を任命する。 

市町村長が農業委員を任命するに当たって、次の３つの要件が設けられた。 

一つ目が、①認定農業者である個人 ②認定農業者である法人の業務を執行する役

員または省令で定める使用人－が農業委員の過半数を占めるようにしなければなら

ない。ただし、例外措置が定められており、その区域内に認定農業者が少ない場合な

ど省令で定める場合は除かれる。農水省は、過半数を満たすべき者に、認定農業者の

OB や集落営農の役員、公的な関与のある計画に位置付けられた地域の中心経営体な

ど認定農業者に準ずる者を定める方向で検討している。 

二つ目は、「農業委員会の所属に属する事項に関して利害関係を有しない者」が１

人以上含まれるようにしなければならない。学識経験者として、地域の農業事情に詳

しい者が求められている。 

三つ目として、女性や青年など意欲ある人材を農業委員に積極的に登用するための

措置として、「委員の年齢、性別などに著しい偏りが生じないように配慮しなければ

ならない」との配慮規定が設けられた。 

なお、農業委員の任期について次の経過措置が法附則で規定された。 

①改正法の施行日(平成 28 年４月１日)以後に任期満了を迎える農業委員は、その任

期満了の日までの間、従来の例により在任する。 

②改正法の公布日までに選挙期日を告示している場合は選挙を行い、新たに就任し

た農業委員はその任期満了の日までの間、従前に例により在任する。 

③改正法の施行日前日までに任期満了する場合で、②を除く場合は、農業委員は施

行日までに任期が延長される。 

市町村長は農業委員の任命に当たって、次の手続きをとることが想定されている。 

①市町村長は事前に農業者や農業者が組織する団体その他関係者に対し、候補者の

推薦を求めるとともに、農業委員になろうとする者を募集しなければならない。農

水省では「農業者が組織する団体その他関係者」について、集落営農の代表者など

を念頭に置いているが限定はされていない。 

②市町村長は推薦を受けた者や募集に応募した者に関する情報を整理して公表し

なければならない。 

③市町村長は農業委員を任命するにあたり、推選・募集の結果を尊重しなければな

らない。 

  

 



営
農
・生
活
に
役
立
つ
農
業
総
合
専
門
誌 

 

全
国
農
業
新
聞
購
読
の
お
す
す
め 

農
政
の
動
き
や
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
が 

満
載
で
す
。 

家
族
で
楽
し
め
る
記
事
も
充
実
し
て
い
ま
す
。 

申
し
込
み
は
、
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す 

の
で
、
お
気
軽
に
お
問
合
せ
下
さ
い
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農
業
振
興
委
員 

山 

田   

勉 
(

一
班
長) 

字
出
雲
一
三
八 

購読料 月額 600円 

発 行 毎週１回(金曜日発行) 

申込は 農業委員会事務局 

電 話 0136-56-8017まで 

農地利用調整会議の１班の取組について 

１班は４名の農業委員で構成され、北部連合会を中心としたエリア及び 

琴平・北一線付近の農地を主に所管しており、現況証明及び利用調整の 

申込みがあれば、日程調整を行い基本的に全員参加のもと活動しており 

ます。 

農業委員２期目にして班長に推選され、責任の重さを感じながら班の 

会議をとり進めていますが、昨年１０月からこの４月までに８件の利用調 

整会議を行いました。 

その中で、これまでとは違った案件があり、過去に不動産の仮登記が付 

いた土地が出てきました。私の父が農業委員をしていた時に「あの土地は 

どんな事になるのか」と不安視していた案件が、私の代になって出てきた 

のです。今回は相手側が理解され無事決着いたしましたが、結果として、 

条件の悪い物件は一部残ってしまい、これも農村の高齢化と後継者不足の 

表れが原因としか言いようがない案件でありました。 

今後、益々高齢化や後継者不足が原因による農地が出てくる状況となり、 

体力や後継者のいる受け手や法人化された経営体に、農地が託されること 

になると推察されますが、出し手の方や受け手の方、さらに農家の皆さん 

から信頼されるよう班の活動に取組んで参りたいと考えておりますので、農家の皆さんのご

協力をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員会活動報告   

（平成２７年１月～２７年６月） 
1月 19日  平成 26年度後志地方農業委員会連合会役

員会及び地区別農業委員会会長・事務局長

研修会 

1 月 30日  第１回農業委員会総会 

2 月 ２日  農地等利用調整会議（１班） 

2 月 ４日  農地等利用調整会議（３班） 

2 月 27日  第２回農業委員会総会 

3 月 ４日  農地等利用調整会議（２班） 

3 月 16日  農地等利用調整会議（１班） 

3 月 17日  農地等利用調整会議（１班） 

3 月 18日  農地等利用調整会議（２班） 

3月 26日  北海道農業会議第 79回総会及び全道農業 

委員会会長・事務局長研修会 

3 月 27日  第３回農業委員会総会 

4月 ６日  平成 27年度山麓地区農業委員会協議会通 

常総会並びに研修会 
 

4 月 10日  農地等利用調整会議（１班） 
 

4月 14日  平成 27年度後志地方農業委員会連合会通

常総会並びに地区別農業委員会会長・事

務局長研修会 

4 月 27日  第４回農業委員会総会 

5 月 27日～28日 

      平成 27年度全国農業委員会会長大会・北

海道選出国会議員要請活動 

5 月 29日  第５回農業委員会総会 

6 月 29日  第６回農業委員会総会 

 

 
 
 
 
 
 

編 

集 

後 

記 

今
年
も
は
や
半
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。 

日
本
経
済
は
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
も
と
、
円

安
、
株
の
動
向
に
一
喜
一
憂
し
、
さ
ら
に
訪
日
外
国

人
旅
行
者
数
の
倍
増
を
目
指
し
て
お
り
、
当
町
に
も

た
く
さ
ん
の
外
国
人
観
光
客
が
、
季
節
を
問
わ
ず
訪

れ
て
お
り
ま
す
。 

 

農
協
法
等
改
正
法
案
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
と
揺

れ
る
農
業
情
勢
に
振
り
回
さ
れ
、
こ
の
先
を
ど
う
対

処
し
て
い
け
る
の
か
不
安
に
駆
ら
れ
る
今
日
こ
の

頃
で
す
が
、
年
明
け
か
ら
馬
鈴
薯
の
価
格
が
上
が
っ

て
お
り
、
平
年
比
に
近
づ
い
て
き
た
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。 

暖
冬
の
お
か
げ
で
雪
解
け
も
例
年
よ
り
早
く
、
４

月
末
か
ら
の
植
え
付
け
時
に
は
、
好
天
に
恵
ま
れ
、

順
調
に
農
作
業
が
進
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
ま
ま
何
事
も
な
く
、
実
り
の
秋
ま
で
、
天
候

に
恵
ま
れ
豊
作
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。 

私
た
ち
広
報
編
集
委
員
は
、
よ
り
良
い
紙
面
を
目

指
し
、
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
、
ア
イ
デ
ア
等
を
寄
せ

て
頂
き
、
色
々
な
情
報
を
お
届
け
し
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 

第
二
十
二
期
広
報
編
集
委
員 

内
田
や
よ
い 

三
木 

繁
勝 

村
元 

 

剛 

高
田 

玲
子 

倶知安町の農業情報 

農業は、倶知安町の基幹産業の代表で

す。倶知安町で生産された作物は、町内は

もとより道内や本州各地で消費されてい

ます。 

 北海道は日本の食料基地であり、倶知安

町もその一翼を担っています。 

 倶知安町の農業の直近情報をお知らせ

します。 

◎ 農業人口（H27.3 月末 現在） 

  男 315 人 女 247 人 計 562 人 213 戸 

◎ 農地面積（H27.3 月末 現在） 

 田 1,311ha 、畑 3,444ha  計 4,755ha 

◎ 主な作物の作付面積・飼育数   

（H27 耕種状況調 単位 ha） 

・馬 鈴 薯  １，１２５ ha 

 ・ビ ー ト    ４３４ ha 

 ・小  麦         ４５５ ha 

 ・小  豆     ７１１ ha 

 ・大  豆     ２８９ ha 

 ・うるち米     ２０４ ha 

 ・も ち 米           ４８ ha 

  ・玉 ね ぎ      ３７ ha 

  ・かぼちゃ      １３ ha 

 ・にんじん      ２７ ha 

 ・メ ロ ン       ３ ha 

 ・乳    牛     ８０９ 頭 

 ・肉    牛      ９８ 頭 

 ・   鶏     ２５,１４９ 羽 

【この他にも、色々な野菜が作られています】 

 

 

【 

三
木 

繁
勝 

】 

 


